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スコットランドの人口統計

• 英国は世界第6位の経済規模を有する

• 2025年の人口は554万人（英国総人
口の8%）

• 人口の15.7%が16歳未満（減少傾向）

• 児童の大半はグラスゴーとエディン
バラの主要都市に居住

• 子どもの21％が、食料安全保障が限
界レベル・低レベル・非常に低い世
帯で生活している

• 2024/25年度には、15,046人の子ど
もがホームレス状態にある、または
ホームレスの危機に直面していると
評価された世帯で生活していた





国連子どもの権利に関する条約（UNCRC）

• UNCRC 2024年 スコットランド子どもの権利条約国内法化法– 2024年7月に編入

• UNCRCの規定は現在スコットランド法の一部となっており、スコットランドの
裁判所において法的強制力を有する

• 公的機関は、自らの行動及び政策が子どもの権利に適合することを確保し、進捗
状況について報告する義務を負う

• スコットランド政府大臣は、子どもに影響を与える新たな法律や政策について、
子どもの権利影響評価を実施しなければならない

• スコットランド政府大臣は、本法に基づく義務を履行し、子どもの権利をより効
果的に実現する方法を定めた「子どもの権利計画」を策定しなければならない

• 子どもコミッショナー及びスコットランド人権委員会に対し、公的機関が本法に
違反する行為を行った（または行うことを提案している）と判断した場合、訴訟
を提起する権限を付与する



スコットランド子ども・若者コミッショナー

• スコットランド初の子ども・若者コミッショナーは2004年に活動を開始
した

• コミッショナーの主な役割は、スコットランドにおける子どもと若者の
権利を促進し保護することである。子ども・若者とは：

> スコットランド在住の18歳未満のすべての人、および

> スコットランド在住の21歳未満で社会的養護経験のあるすべての人

• 政府に対し法律や政策に関する助言を提供

• 個人または集団の子ども・若年の人権に関わる事案を調査する権限



すべての子どものために
最適な支援を（GIRFEC）

• 2001年、新たに再設立されたスコッ
トランド議会は報告書『スコットラン
ドの子どもたち』を発表した。これは
子どものウェルビーイング向上を目的
とした情報共有、評価、資源配分、見
直しプロセスにおけるシステム改善の
必要性を概説したものである

• 2006年に発表されたGIRFEC「 すべ
ての子どものために最適な支援を 」
は、スコットランドにおける子どもサ
ービスの包括的戦略である



一人一人が
自信を持つ

活動
家庭と地域社会の両方に
おいて、健全な成長と発
達に寄与する遊び、レク
リエーション、スポーツ
などの活動に参加する機
会を持つこと

人生の最良の
スタート
：成功への準備

尊重
保護者とともに、自らに
関わる決定に意見を聞か
れ、関与する機会を持つ
こと

責任
学校や地域社会において積極的か
つ責任ある役割を果たす機会と奨
励を受けること。必要に応じて適
切な指導と監督を受け、自らに関
わる決定に関与すること

効果的な貢献

包摂
社会的、教育的、身体的、
経済的な不平等を克服し、
生活し学ぶコミュニティ
の一員として受け入れら
れるための支援を受ける

安全
家庭、学校、地域社会に
おける虐待、ネグレクト、
危害から保護される

健康
到達可能な最高水準
の心身の健康、適切
な医療へのアクセス、
そして健康で安全な
選択をするための学
習の支援を受けるこ
とができる

到達
学習とスキルの発達
において、家庭、学
校、地域社会におい
て、自信と自尊心を
持つための支援と指
導を受けることがで
きる

養育
家庭的な環境で、必要に
応じて追加の支援を受け
られる、あるいはそれが
不可能な場合は適切なケ
ア環境で、養育的な生活
を送ることができる

責任ある市民

学びの成就



しかしながら……

• 最高裁は2019年、情報共有に関するGIRFECの要素が違法であ
ると判断した

• 以下のような緊張関係が存在してきた：

 > 子どもの権利と子どものウェルビーイング

 > 子どもの権利と親権





スコットランドの
ベビーボックス
スコットランド政府がす
べての新生児に贈る無料
の普遍的ギフト。衣類、
寝具、育児用品、絵本、
そして箱自体を安全な睡
眠スペースに変えるマッ
トレスなど、必須アイテ
ムを提供。すべての子ど
もに平等なスタートを与
え、積極的な育児を促進
することを目的としてい
ます。



スコットランドの約束

• この約束とは、「スコットランドのすべての子どもと若者
が、愛され、安全で、尊重される環境で育ち、その可能性
を最大限に発揮できるようになる」というものです。

• 目標は、2030年までにスコットランドの「ケアシステム」
を根本的に変革し、子ども、若者、そしてその家族への愛
情、人間関係、権利尊重を基盤としたシステムを確立する
ことである。

• これは2020年に公表された独立ケア調査の提言に基づくも
ので、スコットランドにおける社会的養護を受けたことの
ある子ども達の体験について5,500人以上から聴取した結果
を反映している（本調査では子どもの他、家族・支援にあ
たった関係者への聞き取りを行なっている［訳者註］）。



子どもと若者の声と影響力



クレア・ホートンの有意義な子どもの参加
のための枠組み

• 主体性：同意、守秘、保護

危険・苦痛・開示

• 権力 ：危険・苦痛・開示

＋3つのE

• 影響力（IMPACT)
「3つのE──楽しみ（Enjoyment）、
エンパワメント（Empowerment）、
解放（Emancipation）──が子ど
もの力（POWER）と影響力を体現
する

若いサバイバーの参加のための3つのC,D,E:主体性、力、影響力

同意と情報 若者はプロセスの中心的な参加者であり、重要な意思決定者です

守秘義務
若者は情報共有に関してコントロールと選択権を持ちます。匿名
性のリスクには虐待を行っていない親の関与が必要です

子どもと（親）
の保護

若者は個々のサバイバーとして尊重され、家族の保護における彼
ら自身の経験と主体性が認められます

危険

苦痛

開示

楽しみ

エンパワメント

解放

若者自身によるリスクの認識は、影響を受ける他の人々の認識と並び、アセスメント（評
価）と安全計画において極めて重要である。

若者は、（避けられない）苦悩や動揺を管理し、最小限に抑える能力を持っている

若いサバイバーにとって「参加」は「開示」の行為であり、それ以降も個人的な体験談
（ストーリー）に対する管理と選択が維持される必要がある。

信頼関係を築く中での「楽しさ」は、参加の必須要素であり、声を上げることができる
と感じるための鍵となる

（互いに、そして大人に対して）個人的かつ対等な発言権を持ち、専門家や主要な意思
決定者としての地位が認められることが極めて重要である。

虐待された子どもたちの生活に影響（インパクト）をもたらすような、政治システム内
での「実質的な力」を持つことが、関与の条件である





トラウマへの国家的対応



子ども虐待の定義の拡大

• 親の配偶者間暴力に晒される
子どもの経験

• 子どもの犯罪的搾取

• 子どもの性的搾取

• テクノロジーを悪用した虐待



生態学的理解
と対応

WHOインスパイア・フレームワーク



社会レベル
地域・コミュニティレベ
ル

対人関係レベル 個人レベル

急速な社会変化
経済的不平等
ジェンダー不平等
不平等を拡大させる政策
貧困
脆弱な経済的セーフティ
ネット
暴力を支持／容認する法
規範・文化規範
銃器への不適切なアクセ
ス
紛争・紛争後、または自
然災害による脆弱性

貧困の集中
犯罪率の高さ
居住の流動性が高い（転
居が多い）
失業率の高さ
地域における違法薬物取
引
公的機関・制度的施策が
弱い／不十分
被害者支援サービスの不
足
物理的環境・状況要因

不適切な養育（子育て）
夫婦不和
暴力を伴う親同士の対立
早婚・強制結婚
世帯の社会経済的地位が
低い
暴力に関与する友人がい
る

性別
年齢
収入
教育（学歴）
障害
子ども虐待の被害経験暴
力行為の既往（履歴）
アルコール／薬物乱用心
理的問題／人格（パーソ
ナリティ）障害

危険因子：日本語版



社会レベル
地域・コミュニティレベ
ル

対人関係レベル 個人レベル

子どもの権利およびジェ
ンダー権が正式に承認さ
れている
暴力の予防・対処のため
の法制度が実効的に執行
されている
ジェンダー平等と女性・
子どもの権利を促進する
規範
経済的脆弱性と差別に対
抗する政策

暴力に対する社会的非難
（容認しない態度）
ジェンダー平等と女性・
子どもの権利を促す規
範・行動のロールモデル
がある
子ども・若者向けのレク
リエーション／発達支援
プログラムが利用できる
安全な環境
コミュニティ構成員間の
良好な関係

経済的安定
親の教育水準
拡大家族（親族）からの
支援
親のスキルと対処行動
（コーピング）
良好な友人関係
家庭内のジェンダー平等

肯定的な自尊感情と自己
効力感
社会的スキル

保護因子：日本語版



WHOインスパイア・フレームワーク

教育と生活技能
INSPIREは、幼稚園、小学校、中学校の入学者数増加に関する提言を行い、安全で支援的な学校環境の重要性を
伝えています。子どもたちの暴力や性的搾取に関する知識を高めることで、子どもたちがこうした虐待の被害者
になる可能性が低くなり、生活スキルや社会教育がINSPIREパッケージの重要な一部となります。

対応とサポートサービス
INSPIREは、刑事司法制度における少年犯罪者に対する効果的なカウンセリングや治療アプローチ、スクリーニ
ングと介入の組み合わせ、治療プログラムの事例を提供しています。さらに、既存の社会福祉サービスを活用し
た里親ケアの介入も含まれています。

収入と経済的支援
家族の経済状況が改善すれば暴力はしばしば防げます。INSPIREは、現金移転、ジェンダー平等トレーニングと
組み合わせたグループ貯蓄貸付プログラム、ジェンダー規範トレーニングと組み合わせたマイクロファイナンス
イニシアチブなど、家族の経済的地位を強化する介入策を示しています

子育て+介護者支援
子どもに対する暴力を本当に止めるためには、親や養育者を巻き込むことが不可欠です。INSPIREは、家庭訪問
や地域でのグループ活動、その他のエビデンスに基づくプログラムなど、親や保護者を対象としたプログラムを
提供しています。

安全な環境
INSPIREは「ホットスポット」に対処することで暴力の減少を発見しました。公園、公共交通機関、夜間照明、
その他の犯罪削減策で環境をより安全にすることは、地域社会全体での暴力の拡大を食い止めることができます。

規範と価値観
INSPIREは、性別、能力レベル、年齢、その他の指標を標的にする有害な社会的規範の変更の重要性を強調して
います。INSPIREは効果的な地域動員および傍観者介入プログラムの事例を提供しています。

法律の施行
INSPIREは、親、保護者、教師、その他の大人による子どもへの暴力的な処罰を禁止する法律や、性的虐待や児
童搾取の加害者を犯罪とする法律を推進しています。INSPIREはまた、アルコール乱用や若者の銃器(およびその
他の武器)へのアクセスを制限する法律が暴力を減少させることが証明されていることも発見しました。

7つの戦略



子ども保護システムの目的

•予防的アプローチによる子ども虐待及びネグレクトの発生
率と発生件数の削減；

•重大な危害のリスクにさらされている子どもを特定し保護
する体制を構築することにより、子ども死亡率を低下させ
ること；

•保護を必要とすると特定された子どもが繰り返し危害を受
けることを防止すること； 

•子どもが経験した危害が発達に及ぼす影響に対処し、心理
的・社会的機能の向上および学業達成度の向上につながる
福祉を促進すること；

•他の家族構成員のニーズに対応し、彼らが子どもの養育と
将来の保護をより適切に提供できる状態にすること。



システム対応の構築

省庁間政策

合同訓練：態度、知識、技能

理念の共有 原則の共有

スタッフ向け
ガイダンス

エビデンスに
基づくツール

とアプローチ 
法的枠組み

指導と
監督







ACEs運動への批判

• 逆境の概念化が限定的であること

• 当初の10項目のACEsのやや恣意的な性質

• 臨床・診断ツールとしての研究ツール

• 子どもに影響を与える構造的要因ではなく個
人要因に焦点を当てる傾向

• 経験から結果に至る精緻な経路の欠如

• 証拠が十分でない神経生物学的メカニズムへ
の焦点

• 逆境の長期的な影響に関する決定論的議論

• 子どもの経験の画一化



しかし……

子どもたちが以下のような要因によって悪影響を受ける可能性がある
という確固たる証拠がある：

• 社会の構造的問題（貧困状態での生活や地域社会における暴力など）

• 子どもの個人的特性（重大な病気や障害を持つことなど）

• 周囲の人々による行動（いじめ、虐待、人種差別など）

• より広範な家族問題の結果（親の収監、配偶者間暴力、問題のある薬
物使用など）



私たちは、非常に有用な研究の一
端であるACE研究と、幼少期の逆

境に関するより広範な文献とを区
別する必要がある。後者は、元の
ACE研究の限界に関する多くの批

判を探求し、取り入れ、対処して
いる。



逆境

レジリエンス

トラウマ



「また、子どもが経験する逆境の数や、個々
の逆境が持続する期間が長くなるほど、子ど
もが影響を受ける可能性が高まり、その影響
が将来にわたって持続する可能性も高まると
いう証拠にも私たちは確信を持っている。 

ただし、すべての子どもの経験が均一である
こと、逆境が自動的に子どもに悪影響を与え
ること、そして成人後の不利益な結果が幼少
期の経験にのみ、あるいは主に起因すると仮
定することには慎重である必要がある。 」
（p.2250）            



逆境は必ず長く影響が残るのか？

•逆境とその悪影響に注目するのと同様に、高いACEスコ
アを報告する多くの個人がなぜうまく対処し、人生を歩
み続けているのかという問題にも目を向ける必要がある
。彼らや彼らの状況には、なぜこれほどまでに異なる人
生の軌跡をもたらす違いがあるのか？現実には、これが
人口の大多数を占めているように見える。 

•私たちは、同じ出来事を誰もが同じように経験するわけ
ではないことを知っている。私たちはそれぞれ異なる環
境で生き、個人の資質や様々な外部支援を頼りに、人生
で直面する困難を乗り越えていく。ただし、これは時間
の経過や自立度の向上とともに変化していくものである



数字が物語る

•単純な数え上げ──経験する逆境の数が多いほど、心身
の健康状態が悪化する可能性、法律に抵触する可能性、
不安定で低賃金の雇用に就く可能性が高まる。

•では、量効果はどうだろうか？──逆境を連続して経験
するのではなく同時に経験した場合の相対的な影響は？
どの程度の逆境が過剰となるのか？特定の逆境に対して
発達的に敏感な時期は存在するのか？少量の方が大量よ
り良いのか？



危機対応型かアセットベースド型か？

• 最も支援を必要とする子どもたちの多くは、
最も恵まれない地域社会に暮らしている

• 最も支援を必要とする子どもたちの多くは、
様々な理由で保護者や養育者が地域サービス
を利用・活用する能力が最も低い家庭に暮ら
している

• 「本来支援の対象となるべき（適切な）」子
どもの親が支援を利用していないという現実
的な認識

• アセットベースド型アプローチは、「ニーズ
をみたすこと」と「人々やコミュニティの強
みや資源を育むこと」この2つの間のバラン
スを是正する必要性を強調する



幼少期の逆境に対する専門的な対応

介入策を以下の目的に基づいて分類できる：

• 子どもが逆境を経験することを回避する（例：予防プログラムや
早期支援プログラム）

• 逆境の潜在的な悪影響を緩和する（例：貧困世帯に対し、子供一
人当たりより多くの福祉給付を提供すること） 

• 逆境の影響を補償する（例：親が刑務所にいる子どもが関係を維
持できるよう支援を確保する） もしくは、

• 逆境の影響を修復する（例：家庭内暴力を経験した子ども全員が
個別カウンセリングを受けられるようにすること）



課題

• 子ども虐待の評価と記録には改善が見られる

• しかし対応策が多様すぎるため、トラウマの影響やトラウマを経験
した若者を支援する最善策を完全には理解できていない 

• 子どもの性的虐待など特定の虐待形態の影響を理解するための取り
組みは近年多く行われているが、他の虐待形態や子どもへの影響に
関する理解には大きな空白が残っている 

• トラウマを経験しPTSDを発症した多くの子どもは、不安や抑うつ
などの併存する精神症状も示す

• 診断可能な障害を持つ若者の75～80％が、症状軽減につながるサー
ビスを利用できていないと推定されている 



スクリーニングの役割

• 最前線の実践者が関わるシステムにお
いて、若年層を対象に日常的にトラウ
マ症状をスクリーニングすることの利
点

• 若年層にとっての身体的・心理的安全
の重要性

• エビデンスに基づく心理的介入の価値
• しかし、関係性が重要である 
– 青少年指名支援制度（YSTプログラ
ム：ミシガン大学のシェリル・キング
博士が開発した支援介入モデルの一つ
［訳者註］）



治療的支援

• トラウマを経験した子どもたちに対
する様々な治療的介入の有益性に関
する強力な証拠

• 複雑なトラウマに対してこれらはど
の程度適切か

• 個別療法/集団療法、対面療法/オン
ライン療法の利点と欠点

• 受容性、有効性、費用対効果に関す
る（確定的ではないものの）有力な
証拠が示されている



関係性が大切
• 人間関係の「誰」と「何」

• 子どもの大切な人間関係を保護
し支える

• 公式な支援/非公式な支援

• 青少年指名支援制度の事例



視野を広げる
• 現在の子ども期の逆境への注目は有益である 

• 関係性と支援サービスは、逆境の結果を回避
し、補償し、緩和し、または修復することを
目指すことができる

• 逆境には個人と構造の両面があることを認識
する必要がある

• 逆境の時間的性質、例えばライフコースの視
点について議論を始める必要がある

• 個人への支援と同様に、コミュニティとの連
携が重要である

• 転換が起こっている―強みに基づく実践と関
係性を重視する実践が再び前面に出てきてい
る



バーナフスBarnahusとは？

バーナフス（アイスランド語で

「子どもの家」の意）とは、子ども

保護、警察、医療、司法の各分野の

専門家が安全な空間で協働する、子

どもに優しい多職種連携センターで

ある。

虐待被害を受けた子どもを支援し、

子どもが自身の体験を一度だけ話す

ことで再トラウマ化を軽減するとと

もに、調査、医療ケア、セラピーを

一つの施設内で調整する。 



歴史
• このモデルは1998年にアイスランド
で誕生し、米国の子どもの権利擁護セ
ンター（CAC）に着想を得たものであ
る

• その後、欧州全域に広がった

• その理念は、国連子どもの権利に関す
る条約、欧州評議会および欧州連合の
関連法的枠組み、専門的指針、ならび
に質基準（ガイドライン）を包含して
いる

• 最初のBairns Hooseバーンズ・フース
（スコットランド語で「子どもの家」
を意味する名称）が2023年8月に開設



バーナフスにおける多機関連携

• 効果的な多機関連携がバーナフス（およびCAC）の特徴である 

• 計画的な多職種連携による子どもの虐待対応は、非公式な協力と比較して
様々な成果において有益である 

• バーナフス／CACにおける多職種連携アプローチの概念的明確さの欠如

• 子どものウェルビーイングに焦点を当てる現代的な視点と、刑事司法プロ
セスに重点を置く手続きとの不一致 

• バーナフスモデル内における単一機関パラダイムの支配を回避することは
困難 

• 効果的な連携には、セクターを超えた信頼・尊重・理解・コミュニケーシ
ョンが重要である





質基準
•基準1：主要な原則と横断的活動

•基準2：多職種多機関連携・機関横断的連携

•基準3：包括的な対象グループ

•基準4：子どもに優しい環境

•基準5：機関間ケース管理

•基準6：司法面接

•基準7：系統的全身診察

•基準8：治療的サービス

•基準9：能力開発

•基準10：予防：情報共有、意識向上及び専門外能力の構築



スコットランドのバーンズ・フース
• バーンズ・フースの全体的なビジョンは、あらゆる種類の虐待や暴
力の被害者または目撃者となり、重大な危害をもたらした、または
その恐れがあるスコットランドのすべての子どもが、トラウマ・イ
ンフォームドな回復支援と正義へのアクセスを得られるようにする
ことである。

•また、刑事責任年齢未満の子どもで、その行動が重大な危害や虐待
を引き起こした可能性がある場合にも、トラウマ・インフォームド
かつニーズ中心の支援ならびに回復へのアクセスを保証する。

• 心理的トラウマの影響を認識し、さらなる被害を防ぎ回復を支援す
る方法で対応する組織や人材によって、トラウマに配慮した対応シ
ステムの一環として提供される。適切なトラウマ・インフォームド
サービスと支援が、これを必要とするあらゆる子どもに提供される
べきである。



スコットランドにおけるバーンズ・フースの歴史

主な要因：

•制度の不備を目の当たりに

•代替アプローチの発見 

•戦略的なキャンペーンと「賛同」の構築

•変化に向けた全国的なアジェンダの整合
性と受容性 

•システム変革の可能性を模索するモデル
化／パイロット実施

システムに惰性がある場合、
受動的な抵抗に対処するより
も、外部からの刺激によって
物事を強制的に進めることが
非常に有効な場合があります
…スコットランドでは長年
バーナフスについて議論され
てきましたが、進展の兆しは
あまり見られません。（参加
者3）



スコットランドのバーンズ・フース



バーンズ・フースのタイムライン

• 2023年8月：最初のバーンズ・フーズ開設

• 2023年秋～2027年春：第一段階 - 10の連携
地域におけるパイロット事業 

• 2027年夏以降：第二段階 - 全国段階的展開



性的虐待を受けた被害者支援のための「子どもの家」の全国展開を
UCLHライトハウスにて公表



Mary Mitchell博士（エディンバラ大学）は、スコットランドにおけるバーン
ズ・フース導入の形成的評価を主導している。North Strathclydeの第1拠点の3
年評価を2024年9月に完了し、現在はAberdeenshire／Aberdeen Cityのパス
ファインダーとSycamore Centreの評価を開始。連携の強固化、共有ビジョン
と統治、子ども中心・トラウマ配慮の場、全人的回復モデルの重要性を示し、

全国展開と国際的知見への貢献を目指す。



・バーンズ・フー
スが達成を目指

す成果の特定

ステップ1

・そのモデルが「機

能する」方法と理

由についてステー

クホルダーが抱く

前提条件を特定す

る

ステップ2
・バーンズ・フース

モデルの実施と提供

に不可欠な主要要素

を特定する

ステップ3

・仮定の検証と

理解

ステップ4

バーンズ・フースのプログラム理論の開
発



専用設計の共用型子ども向け
スペース（裁判所への接続や

医療設備を含む）

もし… …ならば…

子どもと家族が受ける苦痛や
慢性的なストレスが軽減され
、再トラウマ化を回避できる

子ども／家族のアイデンティ
ティ、ニーズ、権利がタイム
リーに対応される

より確かな証拠が収集・活用
される（虐待の実態をより明
確に立証）

子どもと家族が正義感を得る
可能性が高まる

専門家は評価され、より落ち
着いた状態でケアされている
と感じ、慢性的なストレスや
代理トラウマのリスクが低減
される（＆定着率が向上）

これにより

子どもがよりリラックスし、
専門家と十分に交流できる 

専門家は業務遂行に必要なリ
ソースが利用可能で効果的に
機能していると確信する

子ども、家族（および専門家）
がその空間で安心感とケアを感

じられる

子どもたちの施設への帰属意
識と主体性が向上する

子どもと家族は、自身の権利
とニーズが尊重されるサービ

スと認識する

専門職間の信頼関係が築かれ、
空間の価値が認められるため、

積極的に利用される

専門家は子どものニーズを中
心に据えるよう促される

多職種チーム（MDT）の専門
家が共に時間を過ごし、分野
を超えた信頼と理解を構築す

る

空間は様々な子どものニーズ
に対応可能で適応性が高い

設計と技術的機能は全ての関
係者のニーズを満たし、ベス
トプラクティスを体現する 

空間は専門家のウェルビーイ
ングと効果性を最大化するよ

う設計されている

..つまり

そして

そして

そして

そして

スペースと設備は適切に管理
されている

子どもたちは、プライベート
で安全、かつ慣れ親しんだ空

間で証言する





主な学び（これまでのところ）
• リーダーシップとその影響

• ビジョンと目標の共有

• 共同計画とガバナンス

• 子ども・若者・専門家との共
同設計

• 全4教室の資金調達

• 一つのモデルだが異なる提供
形態

• 共通基準

• 成果重視/生産量重視



1999年以降の
スコットランド政策決定の動向

• 子どもの福祉に関する生態学的視点

• 予防と早期介入への重点

• 社会的公正への取り組み

• サービス横断的な連携アプローチの必要性

• 子どもに発言権を与える

• 変化を導き実現するための枠組みとして、法律に子どもの権利
を明文化すること

• 成果を目標とする焦点
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